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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社では、「コーポレート・ガバナンス」を「企業経営を規律するための仕組み」と捉えており、「株主の権利を尊重」し、健全な企業経営を実践す
るためには「コーポレート・ガバナンス」は重要なものであると認識しております。コーポレート・ガバナンスについての重点課題としては、「経営者
が、企業の目的・経営理念を明確にし、それに照らした適切な態度・行動をとる姿勢を広く社会に明示・伝達すること」、「ステークホルダーとの円滑
な関係を構築すること」、「適時適切な情報開示ができること」、「取締役会・監査役会等による経営の監督を充実させ、株主に対する説明責任が
果たせること」、「経営者として企業を規律するために、内部統制の充実が図られていること」を意識しており、これらの重点課題を中心に体制整備
を行っております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当社は、マザーズ上場企業としてコーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

該当事項ありません。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

早稲田1号投資事業有限責任組合 1,106,100 47.55

中村　達生 660,800 24.06

ウエルインベストメント株式会社 125,100 5.38

平澤　創 120,000 5.16

日本アジア投資株式会社 97,500 4.19

長谷川　智彦 60,000 2.58

KIZUNA投資事業組合 22,500 0.97

石井　正純 21,000 0.90

工藤　郁哉 9,900 0.43

Choi Jiyoung 6,000 0.26

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 マザーズ

決算期 7 月

業種 情報・通信業



直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

鈴木　理晶 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

鈴木　理晶 ○ ―

弁護士の資格を有しており、法務面において豊
富な知識を有していることから、その経歴と経
験を活かしていただくことでより効果的な監査
機能を強化し得ると考え、社外監査役として選
任しております。

当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主
との利益相反が生じる恐れのない独立性を有
していると判断し、独立役員に指定しておりま
す。

なお、ストックオプションを4,500株付与しており
ますが、全体の発行株式数の0.2%以下であり、
取締役としての職務遂行に影響はないものと
考えております。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は、内部監査担当者を２名設置し、内部監査計画に基づき内部監査を実施しております。

監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、業務執行および経営の適正性を監査しております。

監査役、会計監査人、および内部監査部門との間で適時に情報共有の場を設けており、それぞれの役割を十分に発揮できる運営をしておりま
す。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

松田　均 他の会社の出身者

花堂　靖仁 学者 △

宮内　宏 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



松田　均 ○ ―――

経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有
し、専門的・客観的な見地を活かしていただくこ
とで、より効果的な監査機能を強化し得ると考
え、社外監査役として選任しております。

当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主
との利益相反が生じる恐れのない独立性を有
していると判断し、独立役員にしております。

なお、ストックオプションを6,900株付与しており
ますが、全体の発行株式数の0.3%以下であり、
監査役としての職務遂行に影響はないものと
考えております。

花堂　靖仁 ○
過去、当社の主要株主であるウエルイン
ベストメント株式会社の内部監査室長をし
ておりました。

大学において、企業会計、ＩＲ、ナレッジマネジメ
ントの研究をされる中、企業の社外役員も多数
経験されており、専門的・客観的な見地を活か
していただくことで、より効果的な監査機能を強
化し得ると考え、社内監査役として選任してお
ります。

当社と同氏との間に利害関係はなく、一般株主
との利益相反が生じる恐れのない独立性を有
していると判断し、独立役員にしております。

なお、また、当社株式を5,100株及び当社のス
トックオプションを900株付与しておりますが、全
体の発行株式数の0.2%以下であり、監査役とし
ての職務遂行に影響はないものと考えておりま
す。

宮内　宏 ○ ―――

弁護士の資格を有しているうえ、大手電機メー
カーの技術者の経験もあり、法務面のみなら
ず、ＩＴにおいても豊富な知識を有していること
から、その経歴と経験を活かしていただくことで
より効果的な監査機能を強化し得ると考え、社
外監査役として選任しております。

なお、ストックオプションを1,500株付与しており
ますが、全体の発行株式数の0.1%以下であり、
監査役としての職務遂行に影響はないものと
考えております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

業績向上に対する士気・意欲を高めることを目的として、業績連動型報酬制度・ストックオプション制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、社外監査役、従業員、子会社の取締役、その他

該当項目に関する補足説明

上記付与者につきましては、業績向上に対する士気・意欲を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。



報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

株主総会で決議された報酬総額の範囲において、役位、業績、貢献度等を総合的に勘案し、代表取締役が決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役・社外監査役に対しては、コーポレート本部が窓口となって情報提供を適宜行っており、取締役会の議題や資料を事前に配布し説明を
行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する機関は以下のとおり
であります。

a.取締役会

　当社の取締役会は、取締役５名（うち社外取締役１名）で構成され、定例の取締役会を毎月１回、また、必要に応じて臨時の取締役会を随時開
催しております。経営方針、年度予算その他重要な事項に関する意思決定や月次予算統制その他重要事項の報告により業務執行及び各取締役
の職務執行状況の監督を行っております。

b.監査役会及び監査役

　当社の監査役会は常勤監査役１名及び非常勤監査役２名で構成され、全監査役が社外監査役であります。監査役は、取締役会、経営会議及び
その他の重要会議へ出席し意見を述べる他、重要な決裁書類の閲覧等を通して、取締役の業務執行状況を監査しております。各監査役は監査
計画に基づき監査を実施し、監査役会を毎月１回開催する他、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、内部監査担当者及び会計
監査人と定期的に会合を開催して情報の共有を行い、相互に連携を図っております。

c.会計監査人

　当社は、ＥＹ新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、随時適切な監査が実施されております。

d.コーポレート本部

　当社は、コーポレート本部に内部監査機能を保持させております。内部監査担当者は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的とし
て、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった被
監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。内部監査担当者は、監査役及び会計監査人と定期的に会合
を開催しており、監査に必要な情報の共有を行い、相互に連携を図っております。

なお、コーポレート本部の内部監査については、他の本部がコーポレート本部の内部監査を行うことで自己監査を回避しております。

e.社外取締役及び社外監査役の状況

　当社は社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。社外取締役及び社外監査役については、専門家としての高い見識等に基づ
き、客観的、中立性ある助言及び社内取締役の職務執行の監督を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割
を果たしているものと考えております。

　当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京
証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保してい
ると認識しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。監査役を社外監査役とすることで、より独立し
た立場からの監査を確保し、監査機能の強化を図っています。また、監査役会は適宜監査法人、内部監査担当と連携することで機動的な監査を
可能としております。以上により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できると判断し、現在の体制を選択しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定
より多くの株主の皆様にご参加いただくため、開催日の設定については集中日を避けるよ
うに留意いたします。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲに関する業務は、コーポレート本部にて担当いたします。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

「コンプライアンスマニュアル」の中で、社会との関係、顧客・取引先・競争会社との関係、
株主・投資家との関係、職場環境との関係、会社との関係について詳細に規定しておりま
す。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定めており、その基本方針に基づき内部統
制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。 　　　

a.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・コンプライアンス体制の基礎として、取締役及び従業員が遵守すべき規範である「コンプライアンス規程」を定めて周知徹底し、高い倫理観にもと
づいて行動する企業風土を醸成し、堅持する。

・コンプライアンス体制の構築・維持は、管理担当部門の部門長を実施責任統括者として任命し取り組む。

・「取締役会規程」をはじめとする社内規程を制定、必要に応じて改定し、業務の標準化及び経営秩序の維持を図る。

・役職員の職務執行の適正性を確保するため、内部監査担当部署としてコーポレート本部（内部監査担当）とコーポレート本部を監査する部署を
設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。また、内部監査担当部署の責任者は、必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換
し、効率的な内部監査を実施する。

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・株主総会、取締役会、その他重要な意思決定に係る情報は、管理担当部門が法令及び社内規程等に基づき、所定の年数保管・管理する。

・文書管理部署は、取締役及び監査役の閲覧請求に対して速やかに対応する。

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社の業務執行に係るリスクに関して、各部門においてそれぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い、全社のリスクを網羅的・総括的に管理す
る。

・当社の経営に重大な影響を与えるような経営危機が発生した場合は、代表取締役社長又は取締役を責任者とし、当社の損失を最小限に抑える
とともに早期の原状回復に努める。

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・定例の取締役会を毎月１回開催する他、機動的に意思決定を行うため、必要に応じて臨時の取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が
行える体制を確保する。

・職務執行に関する権限及び責任は、「組織関連規程」等において明文化し、適宜適切に見直しを行う。

・業務管理については、事業計画を定め、会社として達成するべき目標を明確化し、さらに各部門に対し、業績への責任を明確にするとともに、業
務効率の向上を図る。

e.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を整備するため、重要な経営情報の当社への定期的な報告に関す
る規程を定めるほか、当社の経営陣が子会社の経営状況について直接報告を受ける会議を定期的に開催する。

・子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制を整備するため、子会社に対し、それぞれの事業形態や経営環境を踏まえたリスクマネ
ジメント体制の構築を指導し、活動状況について定期的な報告を受ける。

・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を整備するため、業務執行に関して、当社が決定権限を留保
する範囲を規程により定める。また、それぞれの子会社を所管する本部等を定めることで、経営情報の一元的な把握を図るとともに、子会社が必
要とする支援・指導を行う。

・子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を整備するため、子会社の取締役等お
よび使用人による内部通報について、状況が適切に当社に報告される体制を整備することを指導する。

f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関

する事項

・監査役が職務遂行について補助すべき使用人を求めた場合、必要な人員を配置し、当該人員の取締役からの独立性を確保するため、当該人員
の人事異動及び人事評価等については監査役の意見を考慮して行う。

g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

・取締役及び使用人は、監査役から事業の報告を求められた場合は、速やかに報告する。

・取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、または発生するおそれがあるとき、　取締役による違法、または不正な行為を
発見したときは、直ちに監査役に報告する。

・代表取締役は、取締役会などの重要会議での議論及び定期的な面談等を通じて、監査役との相互認　　識と信頼関係を深めるように努め、監査
役監査の環境整備に必要な措置をとる。

h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・取締役は、監査役が取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重　　要な会議に出席できる環境を整備する
とともに、内部監査担当部署、会計監査人及び外部の専門家等と必要に応じて連携できる環境を構築する。

i.財務報告の信頼性を確保するための体制

・当社は、財務報告の信頼性を確保するため、代表取締役社長の指示のもと、金融商品取引法に基づ　く内部統制が有効に行われる体制を構築
し、内部統制システムの整備及び運用を行うとともに、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。

j.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

・当社の「反社会的勢力対策規程」において、反社会的勢力との取引を含めた一切の関係を遮断する　　ことを定め、役員及び使用人の平素から
の対応や事案発生時の組織対応制度を構築する。さらに社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会、弁護士等の外部の専門機関と緊密な
連携関係を構築するとともに、新規取引の際は、契約書等に反社会的勢力排除条項を盛り込む。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

a.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方



　当社は、社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会（以下「特防連」）に加入しており、その中で、いかなる不法不当な要求に対しても断固と
してこれを拒絶しすべての反社会的勢力との関係を遮断するため、

　一、名目のいかんを問わず反社会的勢力とは一切の関わりを持たない。

　一、いかなる不当要求に対しても組織全体でこれを排除する。

　一、不当要求に対しては警察等外部専門機関と連携し刑事事件化も躊躇しない。　

　ということを宣言しております。

b.反社会的勢力排除に向けた整備状況

(a)社内規程の整備状況

　当社は、上記宣言のもと、反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力対策規程」を制定し、反社会的勢力との一切の接触を禁止しておりま
す。

(b)対応統括部署及び不当要求防止責任者

　当社は、反社会的勢力への対応部署をコーポレート本部と定めるとともに、不当要求防止責任者を選任しております。また、反社会的勢力によ
る不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、直ちに対応統括部署に報告・相談する体制を整備しております。

(c)反社会的勢力排除の対応方法

①新規取引先・株主・役職員について

　原則として、インターネット検索を通じて反社会的勢力との関係の有無を調査します。

取引の開始時には、各種契約書には「反社会的勢力との関係がないこと」の保証や「関係をもった場合」の暴力団排除条項を明記することとして
います。

②既取引先等について

　通常必要と思われる注意を払うとともに、一定の範囲を対象として、調査・確認を実施しております。

③既取引先等が反社会的勢力であると判明した場合や疑いが生じた場合

　速やかに取引関係等を解消する体制をとっております。

(d)外部専門機関との連携状況

　当社は、定期的な警察署への訪問、「社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会」へ加盟、外部講習会・セミナー等に参加しており、日常の
情報収集や緊急対応のため、警察、弁護士等外部専門機関との連携体制を構築しております。

(e)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況

　当社は、対応管轄部署であるコーポレート本部に反社会的勢力に関する情報を集約し、情報の収集・管理を一元化しております。

(f)研修の実施状況

　当社は、定期的に役員及び全社員に対してコンプライアンス研修を実施し、反社会的勢力排除に向けた体制整備を図っております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

該当事項ありません。




